
 

 

   

 

 

 

 総額３０万円以上でソフトウエアの購入や新たにホームページの作成 

を考えられている事業者さんは必見！ 

この補助金を活用されたら半分の金額で導入できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□補助対象経費 

  ○ソフトウエア・クラウド利用費・導入関連経費等の 1/2以内が補助されます。  

上限額：５０万円 下限額：１５万円 本補助金のホームページに公開されている ITツールが補助金対象 

※申請者（中小企業・小規模事業者等）の労働生産性について、補助事業を実施することによって 3 年後の伸

び率 1%以上、4年後の伸び率 1.5%以上、5年後の伸び率 2%以上またはこれらと同等以上の生産性向上を目

標とした計画を作成すること。原則として、労働生産性の向上を目標とした計画及び導入する ITツールによる生

産性向上指数に類する独自の数値目標を作成することが必要です。 

■自社の課題・ニーズに合わせて 様々な業種・組織形態の方にご利用いただけます。 

  例 1 飲食サービス業 【顧客管理システム導入】 

    顧客の好みやアレルギー等を IT ツールで記録。きめ細かいサービスを提供しリピーターを獲得！ 

  例 2 卸売業・小売業【在庫管理システム導入】 

    商品の在庫管理を一括データ化！業務効率の改善を後押しし、他店舗との連携も迅速に。 

  例 3 保育・介護事業【コミュニケーションツールの導入】 

    帳票・書類作成を IT化。書類作成・提出の時間が短縮。早番・遅番職員の情報共有も円滑に！ 

  例 4 運送業【車両管理システムを導入】 

    効率的な配車を組むことにより、従業員１人あたりの勤務時間短縮を実現！ 

  例 5 宿泊業【予約管理システムを導入】 

    予約状況をデータで一元管理。新規のお客さまの獲得や予約率向上を実現。 

□募集締切 

  三次公募 交付申請期間：平成３０年８月中旬から１０月上旬予定 

  交付決定日：３０年１０月中旬予定 

  事業実施期間：交付決定日～１月中旬予定 

 

三次公募が最後になります！ 

上記事項に関するお問い合わせは･･･ 

関係の ITベンダーサービス事業者か浅口商工会 TEL 0865（44）3211まで  


